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１．背景 

2022 年 12 月 29 日付で「改正会社法（No.33）（以下、「改正

法」）」が公布され、2023 年 3 月 30 日から施行されています。 

2023 年 4 月 7 日発行のニューズレター（速報）では、一般的な会社の

形態である、「株式会社」に関する改正点について解説いたしました

が、今回は、「公開会社」及び「国営企業」に関する改正点を中心に

解説いたします。 

 

２．公開会社について 

改正法では、公開会社については、第 180 条から第 188 条に規定されています。株主及び

第三者に対する発起人の責任、企業登録に必要な書類、増資・減資、取締役、会社の合併、

分割、解散、清算に関する規定は、改正法の中の「株式会社」の規定が適用されます。他

方、経営、会計・監査、財産の取得と処分（売買、譲渡）報告・情報公開、取締役会、株

主総会等は、証券取引に関する法令1に従うことになります。 

 

改正法条文 改正前 改正後 

第 180 条 

公開会社の株主に関す

る原則 

株主は少なくとも

9 人以上 

株主は少なくとも 3 人以上 

残存株主が 3 人未満になった場合及び/又は

証券取引所を通して資金を調達する目的が

                                                           
1 2019 年 12 月 3 日付「証券取引法 (No79) 」 

   2022 年 7 月 22 日付「上場企業の財産の取得と処分に関する合意（No09）」 

   2016 年 10 月 26 日付「上場企業の取締役会に関する合意（No0024）」 
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ない場合、別の会社の形態へ変更するか、

会社を清算する必要がある 

第 182 条 

公開会社設立(発起人)

会議の開催 

企業登録管理当局

に会社設立契約書

を提出し、株主が

全員揃ってから 90

日以内に会議を開

催できない場合

は、延期を決定し

た日から数えて 10

日以内に企業登録

管理当局に通知す

る 

会社設立契約書及び株主が全員揃ってか

ら、90 日以内に会議を開催できない場合

は、延期を決定した日から数えて 10 日以内

に発起人は株主に通知する 

第 185 条 

株券 

一部追加 未払いの出資金の額及び払込予定日 

 

３．国営企業について 

改正法では、国営企業については、第 189 条から第 201 条に規定されています。国営企業

の設立、運営管理及びビジネス活動に関しては、別途規定するとあります。国営会社の株

主や取締役の選任に関しては、2020 年９月 28 日付「国営企業の取締役会に関するガ

イドライン」が発行されており（2021年 1月 14日付ニューズレターを参照ください）、

詳細が規定されています。 

 

改正法条文 改正前 改正後 

第 193 条 

政府側の取締役会メン

バーの基準と条件 

新規 

 

政府側の取締役会メンバーは財務省によっ

て選任。その他、条件を５項目規定。 
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第 194 条 

国営企業の取締役会の

権利と義務 

一部追加 

 

財務大臣へ取締役委員会の選任又は解任を

提案。その他すべてで７項目を規定。 

第 195 条 

国営企業の取締役委員 

新規 

 

・日々の事業活動の管理者であり、代表取

締役及び複数の副取締役から構成。 

・取締役会は株主総会の合意及び雇用契約

書に従い給与及び報酬を得ることが可能 

・取締役会及び株主総会の管理下で、取締

役政府側の取締役の基準と条件（第196条）

及び定款の定める範囲で活動 

第 196 条 

政府側の取締役委員の

基準と条件 

新規 管理職として５年以上の経験があること、

取締役を受任する前に、自身の財産を申告

することなど、すべてで６項目を規定 

第 197 条 

取締役委員の権利と責

務 

新規 国営企業内の人事（管理職、部長、副部長

の解任、選任など）等、すべてで 13 項目を

規定 

第 198 条 

代表取締役と取締役委

員の責任 

新規 

 

事業活動の利益と損失に対して直接責任を

負う。法律、定款、株主総会又は取締役会

の決議に違反する自身の行為に対して、法

的責任を負う。 

第 200 条 

国営企業の株式譲渡 

新規 

 

取締役会又は株主総会で検討し財務省へ提

案。事業活動が国の経済活動の安定、国の

安全保障に関わる場合は、国会へ提案。株

式譲渡後、政府の株式保有率が 50％以下の

場合は、国営企業から他の企業の形態（株

式会社、公開会社など）へ移行。 

第 201 条 

国営企業から他の企業

形態への変更 

新規 

 

以 上 



 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございま

す。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 
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